
 

令和２年度の終わりに際し、この１年の環境の変化と、川下地区まちづくり協議会の動きについて振り返ってみ

たいと思います。 

まず真っ先に頭に浮かぶのは、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行です。当初は対岸の火事のような思い

で傍観していた方も多かったと思いますが、瞬く間に感染拡大の一途を辿り、第一波、第二波と感染拡大の波を繰

り返しながら、今は第三波を迎えています。 

川下地区の現状に目を移しますと、行政による当地区の大きな事業のいくつかは目に見える形で進行しています。

都市計画道路用地内では、建物の解体が行われ工事開始を待つばかりです。今津川・門前川沿いの道路工事（護岸

工事）は最終段階に入っています。公共下水道の工事も国道１８８号線に沿って幹線となる管の設置が進められて

います。それらの事業は「川下地区まちづくり計画」にも盛り込まれていた大きな事業です。１０年前に描いたこ

とが、今、少しずつ実現しようとしています。 

その一方で、まちづくり協議会の活動は、新型コロナウイルス感染症拡散防止の観点からデルタミネ等のイベン

トは自粛しました。また、供用会館などの公共施設の利用制限により、部会活動なども休止せざるを得ない期間が

ありました。そういった状況下で、最優先で行ったのが「川下地区まちづくり計画」の見直しでした。昨年度に意

見交換会という形で、過去１０年の川下地区の変化について振り返りを行い、今年度は今後１０年を見据えた、新

しい「川下地区まちづくり計画」の策定に着手しました。 

令和３年度には、この新しい「川下地区まちづくり計画」をとりまとめ、地域のみなさんと共有しながら仕上げ

ていきたいと思っていますので、引き続きご協力をお願いいたします。 

                           （川下地区まちづくり協議会 会長 八木 秀典） 

                                           

  

今年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、

キャンドルナイト等のイベントは行わず、１２月

１日～１月１５日の間イルミネーションの点灯の

み実施しました。 

川下中学校の生徒の皆さんが「コロナの収束を

願って」をテーマとして作成してくださったイル

ミネーションもきれいに輝いていました。 

 

                          イルミネーション         コロナ収束を願って 

 

 

 今年度も「川下ふれあいグラウンド・ゴルフ大会」の開催を計画しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡散の

影響から参加者の安全を考慮し、残念ながら中止といたしました。子どもからシニア世代まで幅広い世代間交流のできる

スポーツとして、来年度も計画していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（川下地区まちづくり協議会 にぎわい・交流部会長 渡辺 博明） 
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 みなさんこんにちは、今年度より道路交通部会で部会長を務めている原和夫です。よろしくお願いします。 

今年度の道路交通部会では、主に狭あい道路について現地踏査を行い、狭あい道路整備事業を推進するには

どうすれば良いかを、話し合ってきました。その結果、狭あい道路を改善していくためのルールである「川下

地区生活道路整備要綱」の周知がまだまだ不十分との結論に至りました。そこで、その要綱の概略と、実際に

整備を行った路線をご紹介いたします。みなさんには、今一度、狭あい道路の整備について考えていただきた

いと思います。 

「川下地区生活道路整備要綱」は、車の通行や離合が困難な狭い生活道路（道幅1.8ｍ以上4m以下）を道

幅4.2mに整備し、その後退用地については市が買い取ると同時に、門や塀、庭木などの再設置あるいは移設

にかかる費用を補償する、というものです（個別対応型）。この制度は川下地区独自のものであり、一区画単

位でも行うことが可能です。詳細については岩国市拠点整備推進課（0827-29-5163）までお問合せ下さ

い。 

次にご紹介する車町10号線（車町3丁目の市営住宅付近）は、昨年、整備が完了した生活道路で、起点ま

たは終点が4ｍ以上の道路に接した交差点間を一括で整備する「路線合意型」という仕組みを活用した事例で

す。この事例では、道路の拡幅だけではなく、道路側溝を地中管に置き換えることによるメンテナンス性の向

上、老朽化した水道管の耐震化などを同時に行っています。 

 

 

 

 

このように、狭あい道路の整備を行うと、救急車、消防車などの緊急車両の出入りが可能となる・災害時の

安全な避難経路となる・歩行者が安全に通行できる・見通しが良くなることで防犯対策になる・土地活用の選

択肢が広くなる、などのメリットが得られます。今後も、川下地区がより住みやすい町になるよう、いろいろ

な情報を提供していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（川下地区まちづくり協議会 道路・交通部会長 原 和夫） 

 

「川下地区まちづくり協議会ホームページ」 

https://kawashimo.sakura.ne.jp/wp/ 

 

川下地区の狭あい道路整備事業について 

 

 

《 協議会・連絡先 》  

会    長   八木 秀典 事務局長   加藤 幹夫  

電 話： ０８２７（２１）６２４１         電 話： ０８２７（２２）５４８１ 

    

みなさんのアイデアとやる気で 

可能性無限大！ 

ご意見お待ちしています 
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